
両
津
港
周
辺
で
駐
車
す
る
場
合

は
駐
車
場
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

佐
渡
汽
船
両
津
港
タ
ー
ミ
ナ
ル
周
辺
の

道
路
で
は
、
恒
常
的
に
路
上
駐
車
が
絶
え

ず
、
円
滑
な
交
通
や
緊
急
車
両
等
の
活
動

を
妨
げ
る
ほ
か
、
交
通
事
故
の
危
険
性
が

増
大
し
て
い
ま
す
。

　

両
津
港
周
辺
の
駐
車
場
は
、
短
時
間
の

利
用
の
場
合
、
無
料
と
な
っ
て
い
ま
す
の

で
、
両
津
港
周
辺
を
利
用
さ
れ
る
方
は
、

駐
車
場
を
利
用
し
、
違
法
駐
車
は
絶
対
に

し
な
い
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

佐
渡
東
警
察
署　

☎
27
―
０
１
１
０

佐
渡
市
防
災
セ
ン
タ
ー 

臨
時
休
館
の
お
知
ら
せ

　

機
器
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
た
め
、
11
月
５

日
㈪
か
ら
６
日
㈫
は
臨
時
休
館
し
ま
す
。

防
災
セ
ン
タ
ー
で
、
地
震
体
験
な
ど

し
て
み
ま
せ
ん
か
！

　

入
館
料
は
無
料
で
、
午
前
10
時
か
ら
午

後
４
時
ま
で
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

※	

毎
週
月
曜
日
お
よ
び
年
末
年
始
は
休
館
し
ま
す
。

（
月
曜
日
が
祝
日
の
場
合
は
開
館
）

消
防
本
部
予
防
課　

予
防
係

　

☎
51
―
０
１
２
３

10
月
は
土
地
月
間 

土
地
の
取
引
の
届
け
出
が 

必
要
で
す

　

国
土
利
用
計
画
法
で
は
、
法
定
面
積
以

上
の
土
地
取
引
を
行
っ
た
場
合
、
市
町
村

を
経
由
し
て
県
知
事
に
届
け
出
を
す
る
こ

と
を
義
務
づ
け
て
い
ま
す
。

　

届
け
出
を
忘
れ
た
り
、
偽
り
の
届
け
出

を
す
る
と
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

法
定
面
積

・
市
街
化
区
域
を
除
く
都
市
計
画
区
域

　

５
，
０
０
０
㎡
以
上

・
都
市
計
画
区
域
外
の
区
域

　

１
０
，
０
０
０
㎡
以
上

※	

個
々
の
取
引
面
積
が
小
さ
い
場
合
で
も
、総
面

積
が
法
定
面
積
以
上
に
な
る
場
合
は
、届
け
出

が
必
要
で
す
。

届
出
義
務
者　
土
地
の
権
利
取
得
者

　
（
売
買
で
あ
れ
ば
買
主
）

届�

出
期
限　
契
約
（
予
約
を
含
む
）
の
日

か
ら
起
算
し
て
２
週
間
以
内

新
潟
県
地
価
調
査
結
果
が�

公
表
さ
れ
ま
し
た

　

平
成
30
年
度
の
新
潟
県
地
価
調
査

結
果
が
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

土
地
取
引
の
指
標
に
な
る
も
の
で

す
の
で
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

建
設
部
建
設
課　

住
宅
・
都
市
計
画
係

　

☎
63
―
５
１
１
８

市
の
情
報
公
開
実
施
状
況
等
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

　

平
成
29
年
度
に
お
け
る
情
報
公
開
実
施
状
況
、
個
人
情
報
保
護
制
度
運
用
状
況
を
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

１　情報公開請求の状況

請求のあった�
実施機関 請求件数 請求取下げ

決定状況
全部公開 部分公開 非�公�開

議会事務局 ７ ７

市長部局 46 ２ 21 13 10

教育委員会 ３ ３

計 56 ２ 31 13 10

２　自己情報の開示請求の状況

請求のあった�
実施機関 請求件数 請求取下げ

決定状況
全部開示 部分開示 不�開�示

市長部局 15 １ 11 １ ２

３　個人情報業務の登録について
　市が住民の個人情報を取得する事務を行うときは、佐渡市個人情報保護制度審議会に諮問
し、その答申に基づき、個人情報業務を登録することになっています。（登録内容を変更す
る場合も同様です。）
⑴　個人情報保護制度審議会の開催状況
　　平成 29 年８月 22 日　委員７人により審議
⑵　個人情報業務の登録状況
　	　審議会からの答申（承認）を受け、登録した個人情報業務は、佐渡航路運賃低廉化事業

に係る島民カードの利用調査事務の１件です。
総務部総務課　総務係　☎６３―３１１１

市報さど　平成30年10月号15


